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パートナーとは…

女性と男性が共に明るい
地域社会を築き上げようと
いう意味と、市民の皆さん
と市が共に手をたずさえて
いこうという願いが込めら
れています。

　日本の離婚率は、厚生労働省の 2020 年度統計によると人口 1000 人あたり離婚率が 1.57 で、
離婚率の高い年代は男女ともに 30 代が多く、結婚して５年未満の夫婦の離婚率が高いことが
分かりました。
　これは、自分の人生を大切にしたいと考える人が増え、働き方や生活様式が多様化したこ
とで、夫婦や家族のカタチが大きく変わり、生き方に様々な選択ができるようになったこと
も原因の一つであると考えられます。
　自分の人生の数ある分岐点の中で、ベストな選択ができるよう、いろいろな知識を学んで
おくことはとても有意義なことであると考えます。
　そこで、今回のパートナーでは、「離婚問題の知識と法律」に焦点を当ててみました。もち
ろん「離婚」が最良な選択であるかどうかは、冷静に判断しなければなりませんが、知るこ
とも大事なことだと考えます。
　私らしく生きるために、いろいろな知識を学んでみませんか。

特集　弁護士から学ぶ「離婚問題の知識と法律」
令和３年度男女共同参画作品募集事業「ひとコマフレーズ」結果発表
蕨市ＤＶ防止基本計画（第３次）を策定しました
インフォメーション

●女性活躍データ
　男女共同参画の進み具合を示す指標に審議会等の女性登用率と地方公共団体の女性管理職の割合が
あります。蕨市では令和５年度までに４０％とすることを目標としています。

ご　相　談　く　だ　さ　い　！

ＤＶ相談
　配偶者等からの暴力（DV）に関する相談に応じるほ
か、被害者の自立や支援に必要な情報の提供や関係機
関との連絡調整、援助等を行います。予約は不要です。
　DVは殴る蹴るといった身体的な暴力だけではありませ
ん。精神的暴力・性的暴力・経済的暴力などがあります。

「おかしいな」と感じたら、まずは相談してみませんか？

【蕨市配偶者暴力相談支援センター】
　（蕨市市民生活部市民活動推進室）
　　℡048-433-7745
　　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）８:30～17:15
　　※火・水・木（祝日・年末年始を除く）９：00～17：00は、
　　　女性相談員が対応します。

女性の心と生き方相談
女性フェミニストカウンセラーがあなたの心の整理をお手
伝いしながら、一緒に解決の糸口を探していきます。
予約制ですので事前にご連絡ください。

●家族・子育て・介護のこと ●自分自身のこと
●仕事のこと　　　　　 　　 ●近隣との関係のこと
●性のこと、身体のこと 　　 ●その他どんなことでも
相談日：第１・３・４金曜日
時　間：午後１時～３時５０分
相談時間：１人５０分
※相談は無料です。※秘密は厳守いたします。
※相談は面談または電話で応じます。
予約・お問合せ　市民活動推進室　℡048-433-7745

P2-P4
P5
P7-P6
P8

Contents

審議会の女性委員の登用状況
※ここでいう審議会とは、地方自治法（第202の3）に基づ
き、法令・条例で設置されている審議会（付属機関）を指し
ます。

地方公共団体の管理職に占める女性の割合
※ここでいう管理職とは本庁の課長及びこれに相当する職
以上です。

インフォメーション

誰にも話せなかった悩み・・・
思い切って話してみませんか？

思い当たることはありませんか？
ひとりで悩まないで!!!

特集

パートナー第 57号
（2022年 3月 1日発行）
企画編集　パートナー編集委員会
　　　　　（蕨市市民生活部市民活動推進室）
編集委員　加藤光男　杉山節子　土肥仁美
〒335-8501 蕨市中央 5-14-15 電話 048-433-7745（直通）
Ｅメール　siminsit@city.warabi.saitama.jp

編集後記
杉山：大切なのは「誰も孤立しない・させない社会」にしていくこと

ですね。
　　　なお、今年４月から１８歳成人になるので、結婚についての法

律も変わります。
加藤：こんな時だからこそ「出逢いは宝と勇気」思い出して大切にし

て欲しいです。
土肥：「ひとコマフレーズ」に大勢の方がご応募いただきありがとう

ございました。
　　　アンケートや調査結果からも気づくことが多くあり、自分自身

の感覚を常に確認することが大切と感じました。

パートナー編集委員募集　一緒に楽しく男女共同参画を学びながら、パートナーの編集をしてみませか。
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弁護士から学ぶ「離婚問題の知識と法律」
女性のためのライフサポートセミナー
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令
和
３
年
12
月
２
日
と
16
日
に
、
村

松
綾
子
弁
護
士
を
講
師
に
迎
え
、
女
性

の
た
め
の
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
セ
ミ
ナ
ー

弁
護
士
か
ら
学
ぶ
「
離
婚
問
題
の
知
識

と
法
律
」
を
旭
町
公
民
館
で
開
催
し
ま

し
た
。

　
離
婚
す
る
人
生
、
離
婚
し
な
い
人
生
、

一
度
き
り
の
人
生
、
幸
せ
に
な
る
た
め

に
事
例
を
交
え
な
が
ら
経
験
豊
か
な
女

性
弁
護
士
が
分
か
り
や
す
く
説
明
し
ま

す
。

　
離
婚
を
す
る
に
は
、
離
婚
届
の
提
出

だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の

手
続
き
に
は
大
き
く
分
け
て
次
の
よ
う

な
３
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

◇
協
議
離
婚

　
離
婚
件
数
全
体
の
約
90
％
を
占
め
る

の
が
協
議
離
婚
で
す
。
協
議
離
婚
と
は
、

夫
婦
で
話
し
合
い
を
行
い
、
両
者
が
同

意
し
た
上
で
離
婚
届
を
提
出
し
離
婚
が

成
立
し
ま
す
。

【
メ
リ
ッ
ト
】

　
　
時
間
や
費
用
の
節
約
が
で
き
る

【
デ
メ
リ
ッ
ト
】

　
　
財
産
分
与
や
養
育
費
な
ど
の
取
り

決
め
を
き
ち
ん
と
行
っ
て
お
か
な

い
と
後
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る

★
ポ
イ
ン
ト
★

　
離
婚
後
の
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め

に
離
婚
協
議
書
を
作
成
し
て
公
正
証
書

に
し
て
お
く
と
、
離
婚
後
の
養
育
費
等

の
不
払
い
な
ど
を
回
避
で
き
ま
す
。

◇
調
停
離
婚

　
離
婚
件
数
全
体
の
約
９
％
を
占
め
る

の
が
調
停
離
婚
で
す
。
調
停
離
婚
と
は

協
議
離
婚
で
話
し
合
い
が
ま
と
ま
ら
な

か
っ
た
場
合
、
最
初
の
解
決
手
段
と
な

り
ま
す
。
家
庭
裁
判
所
に
調
停
委
員
が

仲
介
役
と
し
て
夫
婦
双
方
の
言
い
分
を

交
互
に
聞
い
て
、
離
婚
条
件
の
合
意
を

目
指
し
ま
す
。

【
メ
リ
ッ
ト
】

　
　
夫
婦
間
で
の
直
接
対
話
を
す
る
必

要
が
な
い
。

【
デ
メ
リ
ッ
ト
】

　
　
夫
婦
の
合
意
が
な
い
と
調
停
は
成

立
し
な
い
。
手
間
と
時
間
が
か
か

る
場
合
が
あ
る
。

★
ポ
イ
ン
ト
★

　
調
停
の
際
に
う
ま
く
意
見
を
主
張
で

き
な
い
と
不
利
な
条
件
で
調
停
が
成
立

し
て
し
ま
い
、
一
度
調
停
が
成
立
し
て

し
ま
う
と
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
交
渉
力
が
重
要
に
な
る

の
で
弁
護
士
へ
依
頼
す
る
こ
と
も
検
討

し
ま
し
ょ
う
。

◇
裁
判
離
婚
（
離
婚
訴
訟
）

　
離
婚
件
数
全
体
の
約
１
％
を
占
め
る

の
が
裁
判
離
婚
で
す
。
裁
判
離
婚
と
は

調
停
離
婚
も
不
成
立
に
な
っ
た
場
合
に

裁
判
で
離
婚
条
件
を
決
め
ま
す
。

【
メ
リ
ッ
ト
】

　
　
勝
訴
す
れ
ば
必
ず
離
婚
が
で
き
る

【
デ
メ
リ
ッ
ト
】

　
　
時
間
も
費
用
も
多
く
か
か
る

★
ポ
イ
ン
ト
★

　
裁
判
離
婚
は
夫
婦
が
離
婚
す
る
た
め

の
最
終
手
段
と
な
り
ま
す
。
専
門
的
な

知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
が
必
要
と
な
る
た
め
、

事
前
準
備
を
し
っ
か
り
と
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
相
性
の
良
い
弁
護

士
を
探
す
こ
と
も
大
切
で
す
。

　
離
婚
に
つ
い
て
話
し
合
う
と
き
に
、

一
番
も
め
る
の
が
お
金
の
こ
と
で
す
。

離
婚
後
の
生
活
を
左
右
す
る
大
事
な
問

題
な
の
で
、
事
前
に
き
ち
ん
と
決
め
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

　
離
婚
す
る
時
に
互
い
に
話
し
合
う
お

金
の
こ
と
は
、
次
の
３
つ
が
あ
り
ま
す
。

◇
財
産
分
与

　
財
産
分
与
と
は
、
夫
婦
で
購
入
し
た
家

や
車
、
貯
金
な
ど
の
夫
婦
が
共
同
生
活
を

送
る
中
で
形
成
し
た
財
産
の
公
平
な
分
配

が
基
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

◇
慰
謝
料

　
慰
謝
料
と
は
、
相
手
の
不
法
行
為
に

よ
っ
て
被
っ
た
精
神
的
苦
痛
に
対
し
て

支
払
わ
れ
る
お
金
で
す
。
相
手
の
行
為

に
よ
っ
て
離
婚
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
場
合
な
ど
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
不
貞
行
為
や
暴

力
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

◇
婚
姻
費
用

　
婚
姻
費
用
と
は
、
夫
婦
が
別
居
を
す

る
場
合
に
、
収
入
が
高
い
一
方
が
、
収

入
が
低
い
一
方
に
支
払
い
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
生
活
費
（
住
居
費
、
食
費

や
光
熱
費
等
）
や
養
育
費
で
す
。
婚
姻

費
用
は
結
婚
か
ら
離
婚
ま
で
の
間
に
発

生
し
ま
す
。

　
離
婚
に
よ
っ
て
父
母
が
別
居
す
る
と
、

多
く
の
場
合
、
子
ど
も
は
父
母
の
ど
ち

ら
か
一
方
と
暮
ら
す
こ
と
と
な
り
ま
す
。

離
婚
に
よ
っ
て
夫
婦
の
関
係
は
な
く
な

り
ま
す
が
、
子
ど
も
と
の
関
係
で
は
、

離
婚
を
し
て
も
父
母
ど
ち
ら
も
が
親
で

あ
る
こ
と
に
変
わ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も

へ
の
負
担
を
最
小
限
に
す
る
た
め
に
、

二
人
で
離
婚
後
の
子
育
て
に
つ
い
て
き

ち
ん
と
取
り
決
め
を
す
る
こ
と
が
大
切

で
す
。
子
ど
も
に
つ
い
て
話
し
合
う
べ

き
主
な
も
の
は
・
・
・

◇
親
権
者

　
親
権
者
は
、
父
母
の
協
議
に
よ
っ
て

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
協
議

で
決
ま
ら
な
い
場
合
は
、
家
庭
裁
判
所

に
お
け
る
調
停
や
裁
判
に
よ
っ
て
離
婚

の
手
続
き
の
中
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

　
親
権
は
親
権
者
で
あ
っ
て
も
、
他
方

の
親
と
子
ど
も
と
を
会
わ
せ
た
く
な
い

と
い
う
理
由
だ
け
で
子
ど
も
を
連
れ
て

転
居
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

相
手
か
ら
身
体
的
・
精
神
的
暴
力
等
の

被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
な
ど
、

子
ど
も
の
最
善
の
利
益
に
反
す
る
場
合

に
は
、
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。

◇
養
育
費

　
養
育
費
は
、
離
婚
後
の
子
ど
も
の
監

護
や
教
育
の
た
め
に
必
要
な
費
用
で
す
。

一
般
的
に
は
、
子
ど
も
が
経
済
的
・
社

会
的
に
自
立
す
る
ま
で
に
要
す
る
費
用

を
意
味
し
、
衣
食
住
に
必
要
な
経
費
、

教
育
費
、
医
療
費
な
ど
が
こ
れ
に
当
た

り
ま
す
。

　
養
育
費
の
取
り
決
め
に
関
し
て
、
公

正
証
書
の
作
成
を
し
て
お
け
ば
、
不
払

い
等
の
ト
ラ
ブ
ル
の
際
に
強
制
執
行
の

手
続
き
が
で
き
ま
す
。

◇
面
会
交
流

　
面
会
交
流
は
、
子
ど
も
と
離
れ
て
暮

ら
し
て
い
る
父
母
の
一
方
が
子
ど
も
と

定
期
的
、継
続
的
に
会
っ
て
話
を
し
た
り
、

電
話
や
手
紙
な
ど
の
方
法
で
交
流
す
る

こ
と
を
言
い
ま
す
。
子
ど
も
を
引
き
取
っ

た
親
は
、
理
由
な
く
子
ど
も
と
の
面
会

を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

子
ど
も
の
福
祉
と
利
益
を
最
優
先
に
考

え
る
べ
き
で
、
子
ど
も
が
嫌
が
っ
て
い

る
等
子
ど
も
の
福
祉
に
反
す
る
場
合
に

は
、
面
会
の
拒
否
や
制
限
が
で
き
ま
す
。

弁
護
士
か
ら
学
ぶ
「
離
婚
問
題
の
知
識
と
法
律
」

特
集

　女
性
の
た
め
の
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
セ
ミ
ナ
ー

離
婚
に
は
ま
ず

何
を
考
え
る
の
か
？

手
続
き
と
お
金
の
こ
と

離
婚
の
時
に
話
し
合
う
べ
き

主
な
お
金
は
・
・
・

子
ど
も
に
関
す
る
手
続
き
と

お
金
の
こ
と

パートナー ２
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令
和
３
年
12
月
２
日
と
16
日
に
、
村

松
綾
子
弁
護
士
を
講
師
に
迎
え
、
女
性

の
た
め
の
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
セ
ミ
ナ
ー

弁
護
士
か
ら
学
ぶ
「
離
婚
問
題
の
知
識

と
法
律
」
を
旭
町
公
民
館
で
開
催
し
ま

し
た
。

　
離
婚
す
る
人
生
、
離
婚
し
な
い
人
生
、

一
度
き
り
の
人
生
、
幸
せ
に
な
る
た
め

に
事
例
を
交
え
な
が
ら
経
験
豊
か
な
女

性
弁
護
士
が
分
か
り
や
す
く
説
明
し
ま

す
。

　
離
婚
を
す
る
に
は
、
離
婚
届
の
提
出

だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の

手
続
き
に
は
大
き
く
分
け
て
次
の
よ
う

な
３
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

◇
協
議
離
婚

　
離
婚
件
数
全
体
の
約
90
％
を
占
め
る

の
が
協
議
離
婚
で
す
。
協
議
離
婚
と
は
、

夫
婦
で
話
し
合
い
を
行
い
、
両
者
が
同

意
し
た
上
で
離
婚
届
を
提
出
し
離
婚
が

成
立
し
ま
す
。

【
メ
リ
ッ
ト
】

　
　
時
間
や
費
用
の
節
約
が
で
き
る

【
デ
メ
リ
ッ
ト
】

　
　
財
産
分
与
や
養
育
費
な
ど
の
取
り

決
め
を
き
ち
ん
と
行
っ
て
お
か
な

い
と
後
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る

★
ポ
イ
ン
ト
★

　
離
婚
後
の
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め

に
離
婚
協
議
書
を
作
成
し
て
公
正
証
書

に
し
て
お
く
と
、
離
婚
後
の
養
育
費
等

の
不
払
い
な
ど
を
回
避
で
き
ま
す
。

◇
調
停
離
婚

　
離
婚
件
数
全
体
の
約
９
％
を
占
め
る

の
が
調
停
離
婚
で
す
。
調
停
離
婚
と
は

協
議
離
婚
で
話
し
合
い
が
ま
と
ま
ら
な

か
っ
た
場
合
、
最
初
の
解
決
手
段
と
な

り
ま
す
。
家
庭
裁
判
所
に
調
停
委
員
が

仲
介
役
と
し
て
夫
婦
双
方
の
言
い
分
を

交
互
に
聞
い
て
、
離
婚
条
件
の
合
意
を

目
指
し
ま
す
。

【
メ
リ
ッ
ト
】

　
　
夫
婦
間
で
の
直
接
対
話
を
す
る
必

要
が
な
い
。

【
デ
メ
リ
ッ
ト
】

　
　
夫
婦
の
合
意
が
な
い
と
調
停
は
成

立
し
な
い
。
手
間
と
時
間
が
か
か

る
場
合
が
あ
る
。

★
ポ
イ
ン
ト
★

　
調
停
の
際
に
う
ま
く
意
見
を
主
張
で

き
な
い
と
不
利
な
条
件
で
調
停
が
成
立

し
て
し
ま
い
、
一
度
調
停
が
成
立
し
て

し
ま
う
と
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
交
渉
力
が
重
要
に
な
る

の
で
弁
護
士
へ
依
頼
す
る
こ
と
も
検
討

し
ま
し
ょ
う
。

◇
裁
判
離
婚
（
離
婚
訴
訟
）

　
離
婚
件
数
全
体
の
約
１
％
を
占
め
る

の
が
裁
判
離
婚
で
す
。
裁
判
離
婚
と
は

調
停
離
婚
も
不
成
立
に
な
っ
た
場
合
に

裁
判
で
離
婚
条
件
を
決
め
ま
す
。

【
メ
リ
ッ
ト
】

　
　
勝
訴
す
れ
ば
必
ず
離
婚
が
で
き
る

【
デ
メ
リ
ッ
ト
】

　
　
時
間
も
費
用
も
多
く
か
か
る

★
ポ
イ
ン
ト
★

　
裁
判
離
婚
は
夫
婦
が
離
婚
す
る
た
め

の
最
終
手
段
と
な
り
ま
す
。
専
門
的
な

知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
が
必
要
と
な
る
た
め
、

事
前
準
備
を
し
っ
か
り
と
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
相
性
の
良
い
弁
護

士
を
探
す
こ
と
も
大
切
で
す
。

　
離
婚
に
つ
い
て
話
し
合
う
と
き
に
、

一
番
も
め
る
の
が
お
金
の
こ
と
で
す
。

離
婚
後
の
生
活
を
左
右
す
る
大
事
な
問

題
な
の
で
、
事
前
に
き
ち
ん
と
決
め
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

　
離
婚
す
る
時
に
互
い
に
話
し
合
う
お

金
の
こ
と
は
、
次
の
３
つ
が
あ
り
ま
す
。

◇
財
産
分
与

　
財
産
分
与
と
は
、
夫
婦
で
購
入
し
た
家

や
車
、
貯
金
な
ど
の
夫
婦
が
共
同
生
活
を

送
る
中
で
形
成
し
た
財
産
の
公
平
な
分
配

が
基
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

◇
慰
謝
料

　
慰
謝
料
と
は
、
相
手
の
不
法
行
為
に

よ
っ
て
被
っ
た
精
神
的
苦
痛
に
対
し
て

支
払
わ
れ
る
お
金
で
す
。
相
手
の
行
為

に
よ
っ
て
離
婚
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
場
合
な
ど
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
不
貞
行
為
や
暴

力
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

◇
婚
姻
費
用

　
婚
姻
費
用
と
は
、
夫
婦
が
別
居
を
す

る
場
合
に
、
収
入
が
高
い
一
方
が
、
収

入
が
低
い
一
方
に
支
払
い
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
生
活
費
（
住
居
費
、
食
費

や
光
熱
費
等
）
や
養
育
費
で
す
。
婚
姻

費
用
は
結
婚
か
ら
離
婚
ま
で
の
間
に
発

生
し
ま
す
。

　
離
婚
に
よ
っ
て
父
母
が
別
居
す
る
と
、

多
く
の
場
合
、
子
ど
も
は
父
母
の
ど
ち

ら
か
一
方
と
暮
ら
す
こ
と
と
な
り
ま
す
。

離
婚
に
よ
っ
て
夫
婦
の
関
係
は
な
く
な

り
ま
す
が
、
子
ど
も
と
の
関
係
で
は
、

離
婚
を
し
て
も
父
母
ど
ち
ら
も
が
親
で

あ
る
こ
と
に
変
わ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も

へ
の
負
担
を
最
小
限
に
す
る
た
め
に
、

二
人
で
離
婚
後
の
子
育
て
に
つ
い
て
き

ち
ん
と
取
り
決
め
を
す
る
こ
と
が
大
切

で
す
。
子
ど
も
に
つ
い
て
話
し
合
う
べ

き
主
な
も
の
は
・
・
・

◇
親
権
者

　
親
権
者
は
、
父
母
の
協
議
に
よ
っ
て

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
協
議

で
決
ま
ら
な
い
場
合
は
、
家
庭
裁
判
所

に
お
け
る
調
停
や
裁
判
に
よ
っ
て
離
婚

の
手
続
き
の
中
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

　
親
権
は
親
権
者
で
あ
っ
て
も
、
他
方

の
親
と
子
ど
も
と
を
会
わ
せ
た
く
な
い

と
い
う
理
由
だ
け
で
子
ど
も
を
連
れ
て

転
居
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

相
手
か
ら
身
体
的
・
精
神
的
暴
力
等
の

被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
な
ど
、

子
ど
も
の
最
善
の
利
益
に
反
す
る
場
合

に
は
、
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。

◇
養
育
費

　
養
育
費
は
、
離
婚
後
の
子
ど
も
の
監

護
や
教
育
の
た
め
に
必
要
な
費
用
で
す
。

一
般
的
に
は
、
子
ど
も
が
経
済
的
・
社

会
的
に
自
立
す
る
ま
で
に
要
す
る
費
用

を
意
味
し
、
衣
食
住
に
必
要
な
経
費
、

教
育
費
、
医
療
費
な
ど
が
こ
れ
に
当
た

り
ま
す
。

　
養
育
費
の
取
り
決
め
に
関
し
て
、
公

正
証
書
の
作
成
を
し
て
お
け
ば
、
不
払

い
等
の
ト
ラ
ブ
ル
の
際
に
強
制
執
行
の

手
続
き
が
で
き
ま
す
。

◇
面
会
交
流

　
面
会
交
流
は
、
子
ど
も
と
離
れ
て
暮

ら
し
て
い
る
父
母
の
一
方
が
子
ど
も
と

定
期
的
、継
続
的
に
会
っ
て
話
を
し
た
り
、

電
話
や
手
紙
な
ど
の
方
法
で
交
流
す
る

こ
と
を
言
い
ま
す
。
子
ど
も
を
引
き
取
っ

た
親
は
、
理
由
な
く
子
ど
も
と
の
面
会

を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

子
ど
も
の
福
祉
と
利
益
を
最
優
先
に
考

え
る
べ
き
で
、
子
ど
も
が
嫌
が
っ
て
い

る
等
子
ど
も
の
福
祉
に
反
す
る
場
合
に

は
、
面
会
の
拒
否
や
制
限
が
で
き
ま
す
。

弁
護
士
か
ら
学
ぶ
「
離
婚
問
題
の
知
識
と
法
律
」

特
集

　女
性
の
た
め
の
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
セ
ミ
ナ
ー

離
婚
に
は
ま
ず

何
を
考
え
る
の
か
？

手
続
き
と
お
金
の
こ
と

離
婚
の
時
に
話
し
合
う
べ
き

主
な
お
金
は
・
・
・

子
ど
も
に
関
す
る
手
続
き
と

お
金
の
こ
と
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身近な生活の中から、男女共同参画の理解と関心を深めることや家庭での男女共同参画を促進する
ことを目的として、市から提供しました、絵本の読み聞かせをする親子や夫婦で料理をするなどの
日常のひとコマのイラストに、男女共同参画に関してのフレーズを入れてご応募いただく、「ひと
コマフレーズ」を開催し、６４名の方から１１８作品のご応募いただきました。

「ひとコマフレーズ」結果発表令和３年度男女共同参画作品募集事業「ひとコマフレーズ」結果発表令和３年度男女共同参画作品募集事業

「ひとコマフレーズ」受賞作品「ひとコマフレーズ」受賞作品
（夫） 一緒に作って、 一緒に食べる。
     良い趣味が見つかったよ！
（妻） コロナで出かけられないのは残念だけど、
     良いこともあったわ！

（夫） 出産おつかれさま、 元気な子を産んでくれてありがとう
（妻） これからは 2人のパパね
（子） ぼく優しいお兄ちゃんになるよ

（夫） 思い切って専業主夫になって良かったな。
　　 夫婦でお互いに得意なことをやれば良いんだ！

（夫） 二人で作る料理は金メダル級だね。
（妻） 本当ね。 笑顔が広がるね。

（子） パパとママの手、 大きいね！
（ママ）○○ちゃんの手はあったかくて気持ちいい！
（パパ） みんなでお散歩、 嬉しいね

（父） せーのっ！たかいたか～い
（子） すご～い！お空飛んだみた～い！！

優秀賞優秀賞

優秀賞優秀賞

セカンドリーグ
埼玉賞

セカンドリーグ
埼玉賞

蕨市観光
協会賞
蕨市観光
協会賞

関東図書
株式会社賞
関東図書
株式会社賞

最優秀賞最優秀賞
　
離
婚
す
る
と
し
た
ら
、
ま
ず
考
え
る

こ
と
は
ズ
バ
リ
お
金
だ
そ
う
で
す
。

　
女
性
の
場
合
、
そ
の
先
の
生
活
を
ど

う
す
る
の
か
、
子
ど
も
が
い
れ
ば
な
お

さ
ら
で
す
。
離
婚
の
理
由
に
よ
っ
て
も

違
っ
て
き
ま
す
が
、
も
ら
い
損
な
わ
な

い
た
め
に
、
法
律
を
味
方
に
つ
け
、
で

き
た
ら
弁
護
士
に
相
談
す
る
の
が
自
分

も
負
担
が
少
な
く
な
る
よ
う
で
す
。

　
ま
た
、
離
婚
の
手
続
き
も
よ
く
知
っ
て

お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
離

婚
は
せ
ず
、
同
居
を
続
け
る
、
ま
た
は
別

居
し
て
「
婚
姻
費
用
」
を
も
ら
う
と
い
う

選
択
を
す
る
人
も
い
る
そ
う
で
す
。

　
次
に
、
子
ど
も
に
関
す
る
手
続
き
が

重
要
で
あ
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
子

ど
も
を
連
れ
て
離
婚
す
る
場
合
、
親
権
、

養
育
費
・
面
会
交
流
に
つ
い
て
決
め
る

こ
と
が
大
事
で
す
。
日
本
で
は
養
育
費

の
不
払
い
が
多
い
こ
と
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。

　
面
会
交
流
を
考
え
る
際
の
「
子
の
最

善
の
利
益
」
に
つ
い
て
は
解
釈
が
難
し

い
の
で
す
が
、
子
ど
も
の
た
め
の
も
の

で
あ
る
た
め
、
子
ど
も
の
気
持
ち
を
１

番
に
汲
み
取
っ
て
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る

と
感
じ
ま
し
た
。

　
村
松
弁
護
士
は
、
法
律
用
語
が
実
際

に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
ま
た
、
離
婚

に
至
る
過
程
で
の
実
際
の
例
を
た
く
さ

ん
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
お
金
に
関
す
る
話
の
中
に
は
、
慰
謝

料
、
養
育
費
、
年
金
分
割
、
財
産
分
与

な
ど
お
金
で
解
決
し
て
心
の
整
理
を
つ

け
る
方
法
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
統
計
を
調
べ
る
と
、
離
婚
原
因
の
上

位
に
精
神
的
Ｄ
Ｖ・
経
済
的
Ｄ
Ｖ
が
上

が
っ
て
い
ま
す
。Ｄ
Ｖ
や
子
ど
も
へ
の
虐

待
が
あ
る
場
合
は
、
経
済
的
な
目
途
が

つ
か
な
く
て
も
、
す
ぐ
に
離
婚
し
た
ほ

う
が
良
い
場
合
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　
今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
て
、
結

婚
・
離
婚
の
法
律
が
今
の
時
代
に
合
っ

て
い
な
い
感
じ
が
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

行
政
だ
け
で
な
く
、民
間
の
支
援
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
広
が
っ
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
し
た
。

　
ま
た
、
離
婚
を
す
る
だ
け
が
道
で
は

な
い
こ
と
や
離
婚
を
決
断
し
た
場
合
で

も
、
慌
て
ず
冷
静
に
な
り
知
識
を
習
得

し
た
上
で
取
り
決
め
を
す
る
こ
と
の
大

切
さ
を
学
び
ま
し
た
。

法律知識については、専門家に相談しましょう。

（審査員講評） コロナというフレーズが入っていてタイムリーであり、
　　　　　　 男女共同のテーマにあったとても良い作品です。

（審査員講評） 出産、子育て等の全ての内容が入っていて、家族愛を感じる作品です。

（審査員講評） 相手を尊重しあい、新しい意識を感じるメッセージです。

（審査員講評） 今年オリンピックが開催され話題性があり、笑顔があふれる作品です。

（審査員講評） 身近な人とのコミュニケーションを感じました。
　　　　　　 あたたかい家庭を築いてもらいたいです。

（審査員講評） 親子の笑顔が想像できて楽しそうな作品です。
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セ
ミ
ナ
ー
レ
ポ
ー
ト

〇
市
法
律
相
談

毎
月
第
２
・
４
木
曜
日
、
午
後
１
時
〜

４
時
、
１
回
30
分
、
予
約
制

問
い
合
わ
せ
：
蕨
市
市
民
活
動
推
進
室

　
０
４
８

－

４
３
３

－

７
７
４
５

〇
県
法
律
相
談

月
・
火
・
木
曜
日
、
午
後
１
時
〜
４
時
、

予
約
制

問
い
合
わ
せ
：
埼
玉
県
民
相
談
総
合
セ

ン
タ
ー
０
４
８

－

８
３
０

－

７
８
３
０

〇
法
テ
ラ
ス（
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
）

　
全
国
ど
こ
で
も
法
的
ト
ラ
ブ
ル
を
解

決
す
る
た
め
の
情
報
や
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
ら
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、「
総

合
法
律
支
援
法
」
に
基
づ
き
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
た
め

の
情
報
を
知
り
た
い
な
ど
、
困
っ
た
ら

法
テ
ラ
ス
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
法
テ

ラ
ス
で
は
、
お
困
り
ご
と
に
応
じ
て
、

問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
法
制
度
や
手

続
き
、
適
切
な
相
談
窓
口
を
無
料
で
ご

案
内
し
ま
す
。
ま
た
、
経
済
的
に
余
裕

の
な
い
方
に
は
、
無
料
法
律
相
談
の
ご

案
内
や
弁
護
士
・
司
法
書
士
の
費
用
等

の
立
て
替
え
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
法
テ
ラ
ス
・
サ
ポ
ー
ト
ダ
イ
ヤ
ル

０
５
７
０

－

０
７
８
３
７
４
（
お
な
や

み
な
し
）

平
日
９
時
か
ら
21
時
、
土
曜
日
９
時
か

ら
17
時
（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）．



身近な生活の中から、男女共同参画の理解と関心を深めることや家庭での男女共同参画を促進する
ことを目的として、市から提供しました、絵本の読み聞かせをする親子や夫婦で料理をするなどの
日常のひとコマのイラストに、男女共同参画に関してのフレーズを入れてご応募いただく、「ひと
コマフレーズ」を開催し、６４名の方から１１８作品のご応募いただきました。

「ひとコマフレーズ」結果発表令和３年度男女共同参画作品募集事業「ひとコマフレーズ」結果発表令和３年度男女共同参画作品募集事業

「ひとコマフレーズ」受賞作品「ひとコマフレーズ」受賞作品
（夫） 一緒に作って、 一緒に食べる。
     良い趣味が見つかったよ！
（妻） コロナで出かけられないのは残念だけど、
     良いこともあったわ！

（夫） 出産おつかれさま、 元気な子を産んでくれてありがとう
（妻） これからは 2人のパパね
（子） ぼく優しいお兄ちゃんになるよ

（夫） 思い切って専業主夫になって良かったな。
　　 夫婦でお互いに得意なことをやれば良いんだ！

（夫） 二人で作る料理は金メダル級だね。
（妻） 本当ね。 笑顔が広がるね。

（子） パパとママの手、 大きいね！
（ママ）○○ちゃんの手はあったかくて気持ちいい！
（パパ） みんなでお散歩、 嬉しいね

（父） せーのっ！たかいたか～い
（子） すご～い！お空飛んだみた～い！！

優秀賞優秀賞

優秀賞優秀賞

セカンドリーグ
埼玉賞

セカンドリーグ
埼玉賞

蕨市観光
協会賞
蕨市観光
協会賞

関東図書
株式会社賞
関東図書
株式会社賞

最優秀賞最優秀賞
　
離
婚
す
る
と
し
た
ら
、
ま
ず
考
え
る

こ
と
は
ズ
バ
リ
お
金
だ
そ
う
で
す
。

　
女
性
の
場
合
、
そ
の
先
の
生
活
を
ど

う
す
る
の
か
、
子
ど
も
が
い
れ
ば
な
お

さ
ら
で
す
。
離
婚
の
理
由
に
よ
っ
て
も

違
っ
て
き
ま
す
が
、
も
ら
い
損
な
わ
な

い
た
め
に
、
法
律
を
味
方
に
つ
け
、
で

き
た
ら
弁
護
士
に
相
談
す
る
の
が
自
分

も
負
担
が
少
な
く
な
る
よ
う
で
す
。

　
ま
た
、
離
婚
の
手
続
き
も
よ
く
知
っ
て

お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
離

婚
は
せ
ず
、
同
居
を
続
け
る
、
ま
た
は
別

居
し
て
「
婚
姻
費
用
」
を
も
ら
う
と
い
う

選
択
を
す
る
人
も
い
る
そ
う
で
す
。

　
次
に
、
子
ど
も
に
関
す
る
手
続
き
が

重
要
で
あ
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
子

ど
も
を
連
れ
て
離
婚
す
る
場
合
、
親
権
、

養
育
費
・
面
会
交
流
に
つ
い
て
決
め
る

こ
と
が
大
事
で
す
。
日
本
で
は
養
育
費

の
不
払
い
が
多
い
こ
と
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。

　
面
会
交
流
を
考
え
る
際
の
「
子
の
最

善
の
利
益
」
に
つ
い
て
は
解
釈
が
難
し

い
の
で
す
が
、
子
ど
も
の
た
め
の
も
の

で
あ
る
た
め
、
子
ど
も
の
気
持
ち
を
１

番
に
汲
み
取
っ
て
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る

と
感
じ
ま
し
た
。

　
村
松
弁
護
士
は
、
法
律
用
語
が
実
際

に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
ま
た
、
離
婚

に
至
る
過
程
で
の
実
際
の
例
を
た
く
さ

ん
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
お
金
に
関
す
る
話
の
中
に
は
、
慰
謝

料
、
養
育
費
、
年
金
分
割
、
財
産
分
与

な
ど
お
金
で
解
決
し
て
心
の
整
理
を
つ

け
る
方
法
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
統
計
を
調
べ
る
と
、
離
婚
原
因
の
上

位
に
精
神
的
Ｄ
Ｖ・
経
済
的
Ｄ
Ｖ
が
上

が
っ
て
い
ま
す
。Ｄ
Ｖ
や
子
ど
も
へ
の
虐

待
が
あ
る
場
合
は
、
経
済
的
な
目
途
が

つ
か
な
く
て
も
、
す
ぐ
に
離
婚
し
た
ほ

う
が
良
い
場
合
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　
今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
て
、
結

婚
・
離
婚
の
法
律
が
今
の
時
代
に
合
っ

て
い
な
い
感
じ
が
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

行
政
だ
け
で
な
く
、民
間
の
支
援
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
広
が
っ
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
し
た
。

　
ま
た
、
離
婚
を
す
る
だ
け
が
道
で
は

な
い
こ
と
や
離
婚
を
決
断
し
た
場
合
で

も
、
慌
て
ず
冷
静
に
な
り
知
識
を
習
得

し
た
上
で
取
り
決
め
を
す
る
こ
と
の
大

切
さ
を
学
び
ま
し
た
。

法律知識については、専門家に相談しましょう。

（審査員講評） コロナというフレーズが入っていてタイムリーであり、
　　　　　　 男女共同のテーマにあったとても良い作品です。

（審査員講評） 出産、子育て等の全ての内容が入っていて、家族愛を感じる作品です。

（審査員講評） 相手を尊重しあい、新しい意識を感じるメッセージです。

（審査員講評） 今年オリンピックが開催され話題性があり、笑顔があふれる作品です。

（審査員講評） 身近な人とのコミュニケーションを感じました。
　　　　　　 あたたかい家庭を築いてもらいたいです。

（審査員講評） 親子の笑顔が想像できて楽しそうな作品です。

セカンドリーグセカンドリーグセカンドリーグセカンドリーグ
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セ
ミ
ナ
ー
レ
ポ
ー
ト

〇
市
法
律
相
談

毎
月
第
２
・
４
木
曜
日
、
午
後
１
時
〜

４
時
、
１
回
30
分
、
予
約
制

問
い
合
わ
せ
：
蕨
市
市
民
活
動
推
進
室

　
０
４
８

－

４
３
３

－

７
７
４
５

〇
県
法
律
相
談

月
・
火
・
木
曜
日
、
午
後
１
時
〜
４
時
、

予
約
制

問
い
合
わ
せ
：
埼
玉
県
民
相
談
総
合
セ

ン
タ
ー
０
４
８

－

８
３
０

－

７
８
３
０

〇
法
テ
ラ
ス（
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
）

　
全
国
ど
こ
で
も
法
的
ト
ラ
ブ
ル
を
解

決
す
る
た
め
の
情
報
や
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
ら
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、「
総

合
法
律
支
援
法
」
に
基
づ
き
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
た
め

の
情
報
を
知
り
た
い
な
ど
、
困
っ
た
ら

法
テ
ラ
ス
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
法
テ

ラ
ス
で
は
、
お
困
り
ご
と
に
応
じ
て
、

問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
法
制
度
や
手

続
き
、
適
切
な
相
談
窓
口
を
無
料
で
ご

案
内
し
ま
す
。
ま
た
、
経
済
的
に
余
裕

の
な
い
方
に
は
、
無
料
法
律
相
談
の
ご

案
内
や
弁
護
士
・
司
法
書
士
の
費
用
等

の
立
て
替
え
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
法
テ
ラ
ス
・
サ
ポ
ー
ト
ダ
イ
ヤ
ル

０
５
７
０

－

０
７
８
３
７
４
（
お
な
や

み
な
し
）

平
日
９
時
か
ら
21
時
、
土
曜
日
９
時
か

ら
17
時
（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）．
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暴力にあたると思う行為

Ｒ２年度  蕨市　配偶者等からの暴力に関する調査結果

Ｒ２年度  蕨市　デートＤＶに関する調査結果

※　デートＤＶ
　若年者の間で起こる、
　交際相手からの暴力を
　「デートＤＶ」という

平手で打つ
こぶしで殴る

足で蹴る
身体を傷つける可能性のあるもので殴る、投げつける

突き飛ばしたり、壁にたたきつけたりする
殴るふりをしておどす

ドアを蹴ったり、壁にものを投げておどす
刃物などを突きつけておどす

大声で怒鳴る
人格を否定するような暴言を言う

危害が加えられるのではないかと恐怖を感じるような脅迫
何を言っても長時間無視続ける

「誰のおかげで生活できるんだ」などと言う
交友関係や行き先、電話、メールなどを細かく監視する

他の異性との会話を許さない
職場に行くことを妨害したり、外出先を制限する

家族や友人との関りを持たせない
家計に必要な生活費を渡さない

嫌がっているのに性的な行為を強要する
避妊に協力しない

たたく、蹴る、ものを投げつける

ドアを蹴ったり、壁にものを投げつける

大声でどなる

バカにしたり、傷つく言葉を言う

何を言っても長時間無視し続ける

電話、メールなどをチェックする

Facebook 等のＳＮＳを監視、制限する

他の異性との会話を許さない

行動を報告させるなどの監視、制限する

デート代などのお金を出させる

□✓　専門の相談員が対応
□✓　面談、同行支援などの直接支援も実施
□✓　安全な居場所も提供
□✓　24時間電話対応
□✓　10か国語対応

電話・メール  24 時間受付
チャット相談  12:00～22:00

DVのお悩み、
ひとりで抱えていませんか？
あなたが配偶者やパートナーから受けている様々な暴力
（DV）について、専門の相談員が一緒に考えます。
「これってDVかな？」「暴力を振るわれている」「今す
ぐパートナーから逃げたいけどどうしたらいいの？」
「自分だけでなく子どもたちのことも心配」など、どん
なご相談もお気軽にご連絡ください。

なお、「DV相談ナビ」（#8008（はれれば）)でも相談
を受け付けています。最寄りの配偶者暴力相談支援セン
ターにつながります。
お急ぎの相談については、こちらにご連絡ください。

n=424 暴力だと思う どちらともいえない 暴力だとは思わない

n=336 どんな場合でも暴力にあたる 暴力の場合とそうでない場合がある 暴力にあたるとは思わない

79.2％

0.7％

4.3％

4.3％

2.6％

6.1％

9.7％

7.6％

4.2％

5.4％

5.9％

3.3％3.3％3.3％

5.9％5.9％5.9％

14.6％14.6％14.6％

9.2％9.2％9.2％

15.8％15.8％15.8％

18.9％18.9％18.9％

12.7％12.7％12.7％

14.9％14.9％14.9％

12.3％12.3％12.3％

18.6％18.6％18.6％

89.9％

83.7％

74.5％

82.1％

72.0％

65.3％

73.6％

74.8％

76.2％

69.4％

89.0％
88.4％
89.6％
89.0％
71.1％
78.3％
91.1％
60.4％
78.3％
86.9％
58.9％
71.7％
67.6％
68.2％
77.4％
78.6％
79.5％
85.1％
79.5％

1.8％
0.9％
0.3％
0.3％
0.3％
3.0％
1.8％
0.3％
2.7％
2.4％
0.9％
6.8％
3.6％
6.3％
7.7％
3.9％
3.6％
3.3％
1.2％
3.0％

11.3％11.3％11.3％
3.0％3.0％3.0％
3.9％3.9％3.9％
2.7％2.7％2.7％

3.0％3.0％3.0％
17.6％17.6％17.6％

11.9％11.9％11.9％
1.2％1.2％1.2％

29.8％29.8％29.8％
11.9％11.9％11.9％

4.8％4.8％4.8％
26.2％26.2％26.2％

17.3％17.3％17.3％
18.7％18.7％18.7％
16.7％16.7％16.7％

11.3％11.3％11.3％
10.4％10.4％10.4％

9.5％9.5％9.5％
6.3％6.3％6.3％

9.2％9.2％9.2％

●
計
画
策
定
の
趣
旨

　
こ
の
た
び
、
蕨
市
Ｄ
Ｖ
防
止
基

本
計
画
（
第
２
次
）
策
定
か
ら
５

年
が
経
過
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

間
の
計
画
の
進
捗
状
況
と
そ
の
成

果
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
社
会

情
勢
の
変
化
や
国
等
の
動
き
を
踏

ま
え
た
上
で
、
よ
り
効
果
的
な
施

策
を
実
施
す
る
た
め
、
蕨
市
Ｄ
Ｖ

防
止
基
本
計
画
（
第
２
次
）
を
見

直
し
、（
第
３
次
）
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
。

●（
３
次
）
計
画
の
主
な
改
定
内
容

①
外
国
人
や
高
齢
者
、
障
害
者
だ

け
で
な
く
社
会
で
困
難
な
状
況
に

置
か
れ
て
い
る
人
に
対
し
、
人
権

尊
重
の
配
慮
し
た
支
援
を
進
め
て

い
く
こ
と
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。

②
Ｄ
Ｖ
と
児
童
虐
待
が
家
庭
内
で

同
時
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
被
害
者
の
早
期
発

見
・
早
期
介
入
の
た
め
、
要
保
護

児
童
対
策
地
域
協
議
会
に
よ
る
関

係
機
関
と
の
連
携
強
化
を
施
策
に

盛
り
込
み
ま
し
た
。

計
画
の
性
格
と
位
置
づ
け

（
１
）
こ
の
計
画
は
、「
Ｄ
Ｖ
防
止
法
」
の
「
市
町
村
基

本
計
画
」
に
相
当
す
る
も
の
で
す
。

（
２
）
こ
の
計
画
は
、「
Ｄ
Ｖ
防
止
法
」に
基
づ
く
国
の「
基

本
的
な
方
針
」
に
即
し
、か
つ
同
法
に
基
づ
く
「
埼

玉
県
Ｄ
Ｖ
防
止
基
本
計
画
」
の
内
容
を
勘
案
し
て

策
定
し
た
も
の
で
す
。

（
３
）
こ
の
計
画
は
、「
蕨
市
男
女
共
同
参
画
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
条
例
」
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
も
の
で
す
。

（
４
）
こ
の
計
画
は
、「
蕨
市
男
女
共
同
参
画
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
プ
ラ
ン
（
第
２
次
）
後
期
計
画
」
の
下
位

に
位
置
づ
け
る
分
野
別
計
画
で
す
。

（
５
）
こ
の
計
画
は
、
計
画
期
間
内
に
取
り
組
む
基
本
目

標
及
び
施
策
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

基
本
的
な
考
え
方
　

　「
Ｄ
Ｖ
防
止
法
」
に
お
い
て
対
象
と
す
る
暴
力
は
、「
配

偶
者
（
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
も
の

（
内
縁
）
を
含
む
）」
お
よ
び
「
生
活
の
本
拠
を
共
に
す

る
交
際
を
す
る
関
係（
同
棲
）に
あ
る
相
手
」、さ
ら
に「
離

婚
や
事
実
上
の
婚
姻
関
係
の
解
消
、
生
活
の
本
拠
を
共

に
す
る
交
際
を
す
る
関
係
の
解
消
を
し
た
相
手
」
か
ら

の
暴
力
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
計
画
で
は
、

上
記
に
該
当
し
な
い
「
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ（
若
者
者
の
間
で
起

こ
る
、
交
際
相
手
か
ら
の
暴
力
）」
に
つ
い
て
も
対
象
と

し
ま
す
。

　
ま
た
、
暴
力
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
身
体
的
な
危
害

を
加
え
る
暴
力
だ
け
で
な
く
、精
神
的
暴
力
、性
的
暴
力
、

経
済
的
暴
力
も
含
み
ま
す
。
な
お
、
蕨
市
は
以
下
の
視

点
で
の
施
策
を
推
進
し
ま
す
。

施
策
推
進
の
視
点

①
Ｄ
Ｖ
は
犯
罪
と
な
る
行
為
を
も
含
む
重
大
な
人
権
侵

害
で
あ
り
、
ど
ん
な
理
由
が
あ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
と

い
う
認
識
に
立
つ
こ
と

②
Ｄ
Ｖ
の
特
性
や
被
害
の
実
態
を
十
分
に
理
解
し
た
上

で
、
被
害
者
の
立
場
に
立
ち
、
被
害
者
の
意
思
を
尊
重

し
た
支
援
に
努
め
る
こ
と

③
被
害
者
の
多
く
は
女
性
で
あ
り
、
経
済
的
自
立
が
困

難
で
あ
る
女
性
に
対
す
る
Ｄ
Ｖ
は
、
個
人
の
尊
厳
を
害

し
、男
女
平
等
の
実
現
の
妨
げ
と
も
な
っ
て
い
る
た
め
、

女
性
被
害
者
を
中
心
と
し
た
施
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ

る
こ
と

④
女
性
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
障
害
者
や
高
齢
者
、
外

国
人
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
貧
困
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り

複
合
的
に
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る

と
い
う
認
識
を
持
つ
こ
と

⑤
Ｄ
Ｖ
が
行
わ
れ
て
い
る
家
庭
で
は
子
ど
も
や
親
族
も

被
害
者
で
あ
り
、
子
ど
も
の
目
の
前
で
行
わ
れ
る
Ｄ
Ｖ

は
児
童
虐
待※

 

で
も
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
こ
と

⑥
被
害
数
は
少
な
い
も
の
の
、
男
性
の
被
害
者
も
存
在

す
る
こ
と
か
ら
、
男
性
被
害
者
か
ら
の
相
談
や
支
援
に

も
適
切
に
対
応
す
る
こ
と

⑦
Ｄ
Ｖ
の
防
止
の
た
め
の
啓
発
と
被
害
者
の
支
援
は
行

政
の
責
務
で
あ
る
こ
と

⑧
庁
内
及
び
関
係
機
関
や
民
間
団
体
と
の
連
携
に
よ
る

支
援
を
強
化
す
る
こ
と

※
 

児
童
虐
待

　
児
童
虐
待
防
止
法
で
は
、「
児
童
が
同
居
す
る
家
庭
に

お
け
る
配
偶
者
に
対
す
る
暴
力
な
ど
児
童
に
著
し
い
心
理

的
外
傷
を
与
え
る
言
動
を
行
う
こ
と
」
も
児
童
虐
待
に
あ

た
る
と
し
て
い
る
。

蕨市DV防止基本計画（第３次）
（令和３年～令和７年度）を策定しました。

～蕨市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画（第３次）～

蕨市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画（第 次）

蕨市ＤＶ防止基本計画

（第 次）

令和３年３月

蕨 市
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暴力にあたると思う行為

Ｒ２年度  蕨市　配偶者等からの暴力に関する調査結果

Ｒ２年度  蕨市　デートＤＶに関する調査結果

※　デートＤＶ
　若年者の間で起こる、
　交際相手からの暴力を
　「デートＤＶ」という

平手で打つ
こぶしで殴る

足で蹴る
身体を傷つける可能性のあるもので殴る、投げつける

突き飛ばしたり、壁にたたきつけたりする
殴るふりをしておどす

ドアを蹴ったり、壁にものを投げておどす
刃物などを突きつけておどす

大声で怒鳴る
人格を否定するような暴言を言う

危害が加えられるのではないかと恐怖を感じるような脅迫
何を言っても長時間無視続ける

「誰のおかげで生活できるんだ」などと言う
交友関係や行き先、電話、メールなどを細かく監視する

他の異性との会話を許さない
職場に行くことを妨害したり、外出先を制限する

家族や友人との関りを持たせない
家計に必要な生活費を渡さない

嫌がっているのに性的な行為を強要する
避妊に協力しない

たたく、蹴る、ものを投げつける

ドアを蹴ったり、壁にものを投げつける

大声でどなる

バカにしたり、傷つく言葉を言う

何を言っても長時間無視し続ける

電話、メールなどをチェックする

Facebook 等のＳＮＳを監視、制限する

他の異性との会話を許さない

行動を報告させるなどの監視、制限する

デート代などのお金を出させる

□✓　専門の相談員が対応
□✓　面談、同行支援などの直接支援も実施
□✓　安全な居場所も提供
□✓　24時間電話対応
□✓　10か国語対応

電話・メール  24 時間受付
チャット相談  12:00～22:00

DVのお悩み、
ひとりで抱えていませんか？
あなたが配偶者やパートナーから受けている様々な暴力
（DV）について、専門の相談員が一緒に考えます。
「これってDVかな？」「暴力を振るわれている」「今す
ぐパートナーから逃げたいけどどうしたらいいの？」
「自分だけでなく子どもたちのことも心配」など、どん
なご相談もお気軽にご連絡ください。

なお、「DV相談ナビ」（#8008（はれれば）)でも相談
を受け付けています。最寄りの配偶者暴力相談支援セン
ターにつながります。
お急ぎの相談については、こちらにご連絡ください。

電話・メール  24 時間受付

n=424 暴力だと思う どちらともいえない 暴力だとは思わない

n=336 どんな場合でも暴力にあたる 暴力の場合とそうでない場合がある 暴力にあたるとは思わない

79.2％

0.7％

4.3％

4.3％

2.6％

6.1％

9.7％

7.6％

4.2％

5.4％

5.9％

3.3％3.3％3.3％

5.9％5.9％5.9％

14.6％14.6％14.6％

9.2％9.2％9.2％

15.8％15.8％15.8％

18.9％18.9％18.9％

12.7％12.7％12.7％

14.9％14.9％14.9％

12.3％12.3％12.3％

18.6％18.6％18.6％

89.9％

83.7％

74.5％

82.1％

72.0％

65.3％

73.6％

74.8％

76.2％

69.4％

89.0％
88.4％
89.6％
89.0％
71.1％
78.3％
91.1％
60.4％
78.3％
86.9％
58.9％
71.7％
67.6％
68.2％
77.4％
78.6％
79.5％
85.1％
79.5％

1.8％
0.9％
0.3％
0.3％
0.3％
3.0％
1.8％
0.3％
2.7％
2.4％
0.9％
6.8％
3.6％
6.3％
7.7％
3.9％
3.6％
3.3％
1.2％
3.0％

11.3％11.3％11.3％
3.0％3.0％3.0％
3.9％3.9％3.9％
2.7％2.7％2.7％

3.0％3.0％3.0％
17.6％17.6％17.6％

11.9％11.9％11.9％
1.2％1.2％1.2％

29.8％29.8％29.8％
11.9％11.9％11.9％

4.8％4.8％4.8％
26.2％26.2％26.2％

17.3％17.3％17.3％
18.7％18.7％18.7％
16.7％16.7％16.7％

11.3％11.3％11.3％
10.4％10.4％10.4％

9.5％9.5％9.5％
6.3％6.3％6.3％

9.2％9.2％9.2％

●
計
画
策
定
の
趣
旨

　
こ
の
た
び
、
蕨
市
Ｄ
Ｖ
防
止
基

本
計
画
（
第
２
次
）
策
定
か
ら
５

年
が
経
過
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

間
の
計
画
の
進
捗
状
況
と
そ
の
成

果
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
社
会

情
勢
の
変
化
や
国
等
の
動
き
を
踏

ま
え
た
上
で
、
よ
り
効
果
的
な
施

策
を
実
施
す
る
た
め
、
蕨
市
Ｄ
Ｖ

防
止
基
本
計
画
（
第
２
次
）
を
見

直
し
、（
第
３
次
）
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
。

●（
３
次
）
計
画
の
主
な
改
定
内
容

①
外
国
人
や
高
齢
者
、
障
害
者
だ

け
で
な
く
社
会
で
困
難
な
状
況
に

置
か
れ
て
い
る
人
に
対
し
、
人
権

尊
重
の
配
慮
し
た
支
援
を
進
め
て

い
く
こ
と
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。

②
Ｄ
Ｖ
と
児
童
虐
待
が
家
庭
内
で

同
時
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
被
害
者
の
早
期
発

見
・
早
期
介
入
の
た
め
、
要
保
護

児
童
対
策
地
域
協
議
会
に
よ
る
関

係
機
関
と
の
連
携
強
化
を
施
策
に

盛
り
込
み
ま
し
た
。

計
画
の
性
格
と
位
置
づ
け

（
１
）
こ
の
計
画
は
、「
Ｄ
Ｖ
防
止
法
」
の
「
市
町
村
基

本
計
画
」
に
相
当
す
る
も
の
で
す
。

（
２
）
こ
の
計
画
は
、「
Ｄ
Ｖ
防
止
法
」に
基
づ
く
国
の「
基

本
的
な
方
針
」
に
即
し
、か
つ
同
法
に
基
づ
く
「
埼

玉
県
Ｄ
Ｖ
防
止
基
本
計
画
」
の
内
容
を
勘
案
し
て

策
定
し
た
も
の
で
す
。

（
３
）
こ
の
計
画
は
、「
蕨
市
男
女
共
同
参
画
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
条
例
」
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
も
の
で
す
。

（
４
）
こ
の
計
画
は
、「
蕨
市
男
女
共
同
参
画
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
プ
ラ
ン
（
第
２
次
）
後
期
計
画
」
の
下
位

に
位
置
づ
け
る
分
野
別
計
画
で
す
。

（
５
）
こ
の
計
画
は
、
計
画
期
間
内
に
取
り
組
む
基
本
目

標
及
び
施
策
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

基
本
的
な
考
え
方
　

　「
Ｄ
Ｖ
防
止
法
」
に
お
い
て
対
象
と
す
る
暴
力
は
、「
配

偶
者
（
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
も
の

（
内
縁
）
を
含
む
）」
お
よ
び
「
生
活
の
本
拠
を
共
に
す

る
交
際
を
す
る
関
係（
同
棲
）に
あ
る
相
手
」、さ
ら
に「
離

婚
や
事
実
上
の
婚
姻
関
係
の
解
消
、
生
活
の
本
拠
を
共

に
す
る
交
際
を
す
る
関
係
の
解
消
を
し
た
相
手
」
か
ら

の
暴
力
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
計
画
で
は
、

上
記
に
該
当
し
な
い
「
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ（
若
者
者
の
間
で
起

こ
る
、
交
際
相
手
か
ら
の
暴
力
）」
に
つ
い
て
も
対
象
と

し
ま
す
。

　
ま
た
、
暴
力
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
身
体
的
な
危
害

を
加
え
る
暴
力
だ
け
で
な
く
、精
神
的
暴
力
、性
的
暴
力
、

経
済
的
暴
力
も
含
み
ま
す
。
な
お
、
蕨
市
は
以
下
の
視

点
で
の
施
策
を
推
進
し
ま
す
。

施
策
推
進
の
視
点

①
Ｄ
Ｖ
は
犯
罪
と
な
る
行
為
を
も
含
む
重
大
な
人
権
侵

害
で
あ
り
、
ど
ん
な
理
由
が
あ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
と

い
う
認
識
に
立
つ
こ
と

②
Ｄ
Ｖ
の
特
性
や
被
害
の
実
態
を
十
分
に
理
解
し
た
上

で
、
被
害
者
の
立
場
に
立
ち
、
被
害
者
の
意
思
を
尊
重

し
た
支
援
に
努
め
る
こ
と

③
被
害
者
の
多
く
は
女
性
で
あ
り
、
経
済
的
自
立
が
困

難
で
あ
る
女
性
に
対
す
る
Ｄ
Ｖ
は
、
個
人
の
尊
厳
を
害

し
、男
女
平
等
の
実
現
の
妨
げ
と
も
な
っ
て
い
る
た
め
、

女
性
被
害
者
を
中
心
と
し
た
施
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ

る
こ
と

④
女
性
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
障
害
者
や
高
齢
者
、
外

国
人
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
貧
困
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り

複
合
的
に
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る

と
い
う
認
識
を
持
つ
こ
と

⑤
Ｄ
Ｖ
が
行
わ
れ
て
い
る
家
庭
で
は
子
ど
も
や
親
族
も

被
害
者
で
あ
り
、
子
ど
も
の
目
の
前
で
行
わ
れ
る
Ｄ
Ｖ

は
児
童
虐
待※

 

で
も
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
こ
と

⑥
被
害
数
は
少
な
い
も
の
の
、
男
性
の
被
害
者
も
存
在

す
る
こ
と
か
ら
、
男
性
被
害
者
か
ら
の
相
談
や
支
援
に

も
適
切
に
対
応
す
る
こ
と

⑦
Ｄ
Ｖ
の
防
止
の
た
め
の
啓
発
と
被
害
者
の
支
援
は
行

政
の
責
務
で
あ
る
こ
と

⑧
庁
内
及
び
関
係
機
関
や
民
間
団
体
と
の
連
携
に
よ
る

支
援
を
強
化
す
る
こ
と

※
 

児
童
虐
待

　
児
童
虐
待
防
止
法
で
は
、「
児
童
が
同
居
す
る
家
庭
に

お
け
る
配
偶
者
に
対
す
る
暴
力
な
ど
児
童
に
著
し
い
心
理

的
外
傷
を
与
え
る
言
動
を
行
う
こ
と
」
も
児
童
虐
待
に
あ

た
る
と
し
て
い
る
。

蕨市DV防止基本計画（第３次）
（令和３年～令和７年度）を策定しました。

～蕨市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画（第３次）～

蕨市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画（第 次）

蕨市ＤＶ防止基本計画

（第 次）

令和３年３月

蕨 市
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パートナーとは…

女性と男性が共に明るい
地域社会を築き上げようと
いう意味と、市民の皆さん
と市が共に手をたずさえて
いこうという願いが込めら
れています。

　日本の離婚率は、厚生労働省の 2020 年度統計によると人口 1000 人あたり離婚率が 1.57 で、
離婚率の高い年代は男女ともに 30 代が多く、結婚して５年未満の夫婦の離婚率が高いことが
分かりました。
　これは、自分の人生を大切にしたいと考える人が増え、働き方や生活様式が多様化したこ
とで、夫婦や家族のカタチが大きく変わり、生き方に様々な選択ができるようになったこと
も原因の一つであると考えられます。
　自分の人生の数ある分岐点の中で、ベストな選択ができるよう、いろいろな知識を学んで
おくことはとても有意義なことであると考えます。
　そこで、今回のパートナーでは、「離婚問題の知識と法律」に焦点を当ててみました。もち
ろん「離婚」が最良な選択であるかどうかは、冷静に判断しなければなりませんが、知るこ
とも大事なことだと考えます。
　私らしく生きるために、いろいろな知識を学んでみませんか。

特集　弁護士から学ぶ「離婚問題の知識と法律」
令和３年度男女共同参画作品募集事業「ひとコマフレーズ」結果発表
蕨市ＤＶ防止基本計画（第３次）を策定しました
インフォメーション

●女性活躍データ
　男女共同参画の進み具合を示す指標に審議会等の女性登用率と地方公共団体の女性管理職の割合が
あります。蕨市では令和５年度までに４０％とすることを目標としています。

ご　相　談　く　だ　さ　い　！

ＤＶ相談
　配偶者等からの暴力（DV）に関する相談に応じるほ
か、被害者の自立や支援に必要な情報の提供や関係機
関との連絡調整、援助等を行います。予約は不要です。
　DVは殴る蹴るといった身体的な暴力だけではありませ
ん。精神的暴力・性的暴力・経済的暴力などがあります。

「おかしいな」と感じたら、まずは相談してみませんか？

【蕨市配偶者暴力相談支援センター】
　（蕨市市民生活部市民活動推進室）
　　℡048-433-7745
　　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）８:30～17:15
　　※火・水・木（祝日・年末年始を除く）９：00～17：00は、
　　　女性相談員が対応します。

女性の心と生き方相談
女性フェミニストカウンセラーがあなたの心の整理をお手
伝いしながら、一緒に解決の糸口を探していきます。
予約制ですので事前にご連絡ください。

●家族・子育て・介護のこと ●自分自身のこと
●仕事のこと　　　　　 　　 ●近隣との関係のこと
●性のこと、身体のこと 　　 ●その他どんなことでも
相談日：第１・３・４金曜日
時　間：午後１時～３時５０分
相談時間：１人５０分
※相談は無料です。※秘密は厳守いたします。
※相談は面談または電話で応じます。
予約・お問合せ　市民活動推進室　℡048-433-7745
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審議会の女性委員の登用状況
※ここでいう審議会とは、地方自治法（第202の3）に基づ
き、法令・条例で設置されている審議会（付属機関）を指し
ます。

地方公共団体の管理職に占める女性の割合
※ここでいう管理職とは本庁の課長及びこれに相当する職
以上です。

インフォメーション

誰にも話せなかった悩み・・・
思い切って話してみませんか？

思い当たることはありませんか？
ひとりで悩まないで!!!

特集

パートナー第 57号
（2022年 3月 1日発行）
企画編集　パートナー編集委員会
　　　　　（蕨市市民生活部市民活動推進室）
編集委員　加藤光男　杉山節子　土肥仁美
〒335-8501 蕨市中央 5-14-15 電話 048-433-7745（直通）
Ｅメール　siminsit@city.warabi.saitama.jp

編集後記
杉山：大切なのは「誰も孤立しない・させない社会」にしていくこと

ですね。
　　　なお、今年４月から１８歳成人になるので、結婚についての法

律も変わります。
加藤：こんな時だからこそ「出逢いは宝と勇気」思い出して大切にし

て欲しいです。
土肥：「ひとコマフレーズ」に大勢の方がご応募いただきありがとう

ございました。
　　　アンケートや調査結果からも気づくことが多くあり、自分自身

の感覚を常に確認することが大切と感じました。

パートナー編集委員募集　一緒に楽しく男女共同参画を学びながら、パートナーの編集をしてみませか。
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弁護士から学ぶ「離婚問題の知識と法律」
女性のためのライフサポートセミナー
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